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加入申込み受付

8月 1日●～7月 31日●
※加入受付日が8月 1日以後の場合は受付日の翌日の00:00からとなります.

令和5年 令和6年

お 近 くの 金 融 機 関 の 窓 口 で加 入 で き ます 。
(お住まいの市町村の市役所または町村役場の窓口でも加入できます。)

1

1

`口

,72‐830お問しヽ合わせは
1岩手県市町村総合事務組合



万―の交通事故に備え

家族そわ二て加入しましよう
-

圏  壼    機
詢

扶助制度です。ほかの保険・

共済制度から給付かあつて

も、関係なく見舞金をお支払

いします。

住民基本台帳登録をしている市町村又は岩手県

内の金融機関 (裏面をこ覧ください。)か ら加入申込

みをすることができます。

なお、市町村からの加入申込みの場合、家族が他

の市町村の住民基本台帳に登録されているときは.

その家族は.登録されている市町村から加入するこ

ととなります。

皆さんかわすかな掛金を出し合い、交通事故でケ

ガをしたり、死亡したとき、被災者やその家族にすば

やく」
'済

の手を差し伸べる
‐
みんなのため

・
の相互

‐ ■■■″

ヽ 口
"‐・ "´

■    ■

加入できる方

交通災害共済とは 加入申込み

8月 1日～翠7月 31日
(OO:00か ら)      (24:00ま で )

た′||_ti人 口込■受付日し`8月 1日 以後の場合は,付
日の■■のOt]IU〔つからと11:|つ ます。

■0■F追

「

県にユ出[.'こ場合でも.■,刊間中|ま 有効で,.

掛金は、「おとな」も「こども」も、

岩手県内の市町村の住民基本台帳に登録してい

る方なら.赤ちゃんからお年寄りまでどなたでも加入

できます。また.岩手県内の住民基本台帳に登録され

ていない方でも、就労又は大学等での修学のため、

岩手県外に居所を移し、岩手県内の家族と生計を一

にしている場合 (生活費、学費が常に送金されている

場合)は加入できます。

ただ し、加 入 lま ― 人

― 口で 、重 複 して加

入することはできま

せん。
0400円です。

交通事故 1対象とならない事故
道路 (一般公道及び×一般交通の用に供する

その他の場所)上での自動車、パイク及び自転

車などの交通に伴う事故に限ります。

米現に不特定多数の車両及び人′〕自由に通行することがで
き.少なくとも道路的機能を有する場所で.具体的には.広

場.公園.学校の校庭及び神社境内等で客観的に一般交通
の用に使用されている場所をいう.

例0自動車運転中に他車と衝突した。

Cバイク運転中にガードレールに衝突した。

0自転車運斬中にバランスを崩して転倒した。

e横断歩道横断中に自動車にひかれた。等

歩行者の単独事故 (歩行中の転倒など)や歩

行者同士の事故は交通事故に該当しないことか

ら、共済見舞金の対象にはなりません。なお、車

いす (電動車いすを含む。)や歩行補助車は歩行

者と同じ扱いになり、補助車付き自転車は軽車

両に該当しないため、対象にはなりません。

例_1歩行中につますいて、転倒した。
.=,自転車を押して歩行中にバランスを用して転倒した。

・:,停車中の自動車から降りる際に足を滑らせ転倒した。

●電動車いす(いわゆるシニアカー)運転中に転倒した.

●小児用三輪車に乗つていて転倒した。等

共 済 期 間

掛 金

日

1
輸■ ・●



共済見舞金の支払 共済見舞金の金額は、下の表のとおりです。

死  亡 1,100,000円
・ 1●車 '員 官賠償保障■

“
′

=令
|こ さ|―|る 第1級、第2

級の後遺障害又 |ま ,本暉
■.名 F■ it行規「 」.こ お

ける地 の身体障害

1,100,000円

lBr;?E 2,0008入 院

通 院 1日につき 1,000円

共済見舞金額

見舞金の支払事例

×傷害の見舞金は20,000円 (最 低保障額 )か ら

300.000円 (最高限度額)までの範□で、入院や通院の

日数に応じた金額をお支払いします。

※加入者の無免許又|よ洒気帯び運転 (その事実を知りなが

ら同乗した場合を含む。)や故意、犯罪行為中の事故、天

災 (地震.暴風雨等)に直接起因した事故の場合は.見舞

金の全額をお支払いできません。

※警察に交通事故の届出をしていない場合は.見舞金を減

額することがあります。

見舞金のお支払い事例を、こ紹介します。

通院1日でも

20,000円

(最低保障額)を

お支,1、いできます。
口EEZD2,000円×60日=120,000円

0ロヨEEDl.000円 ×150日=150.000円

0270,000円

共済見舞金の請求方法

圏ヨ慶麗》1,000円 Xl B=1,000円

X最低保1寧頷 20“Ю円に満たなし,ので.2[1000円 となります.

■
■
■

見舞金の額20,000円

見舞金の額270,000円

O O○共済見舞金請求書

加入者証 ○ ○

交通事故申立書

米交通事故証明‐を添付
できない場合

交通事故証明書

O

診断書 ○

O

死亡診断書又は死体検実書 O
△ O

生計同一関係申立書 △

委任状 △

印鑑登録証明書 O O

提出書類 共済見舞金の請求は、お住まいの市町村の市役所

または町村役場で手続きをしてください。請求書、診断

書などの用紙は、市役所、町村役場の窓口にあります。

X交消事iI証明書交付中請千数料及び診断書料など

は.請求占の自己負担となります.また.交通事故証明

古及び診断書は.保険会社等において自唱貢保険等

の請求に使用したものの写しに

「
^十

,[lt●■■` .●

4」 F己 て`´たら● (診断書につきましては、受傷年月日.

受1募原因.入院期間、通院日等が明記されている必要

があります。)に生えることかできます。

※′ヽ印のものは.場合によつては必要となる書類です.

X左表に掲げるもの以外の書類の提出を求めることが

あります.

共済見舞金の請求期間

請求できる期間は、事故にあつた日から2年以内です。まだ、共済見舞金の請求をされていない方は、忘れす

に請求手続きをしてください.

共済見舞金の対象となるか疑問な方は.お住まいの市町村の市役所または町村役場までお問い合わせください.

交通災害の程度

EE

歩行中.自 動車にはねられて.60日間入

院後、150日間の通院治療を受けた。
自転車で走行中にバランスを崩して転倒
し、1日間の通院治療を受けた。

傷害 障害 死亡

○

O O

障害診断書

戸籍謄本

△

提出書類は、下の表のとおりです。



この共済に加入している父母が、交通事故で死亡ま

たは第1級、第2級の後遺障害、]級の身体障害に該当

したときは、その父母と生計を共にしていたお子さん

(日本国内に居住するものに限る。)に、18歳に達する

日以後の最初の3月 31日までの間、年額60.000円

を3月 と9月 の年2回に分けて、お支払いします。

※収支状況は当組合の HPをこ覧ください。
hito7′ w,′,″ sou80uku miai molo a lヽ ′,′ ate」 p/kousa12 himl

金融機関窓□からの加入手続き
右の表に掲げる金融機関の岩手県内に所在するすべての店舗で加入

申込みを受け付けています。金融機関の窓口で加入手続きをされる方

は.加入申込書(各金融機関窓口にもあります。)に .加入される方全員の

氏名 住所等を言|1入して.|」 ↑とともに金■■関の窓口に提出してくださ

い(ATMからの振込みはできません。).

岩 手 銀 行

東 」ヒ 銀 行

信 用 金 庫

岩 手 県 信 連

農業 協 同組 合

ゆ うち よ銀 行

郵  便  局

東 日本信 漁連

お住まいの市町村の市役所または町村役場の担当課

の窓□では、いつでも加入申込みを受け付けています。

昨年加入いただいた方は、今年の7月 31日 で

共済期間が終了しますので、新たに加入手続き

をお願いします。

※「刀]入申込書」に記入いただいた内容は、「共済見舞

金、遺児等年金」の支払目的のみに使用するもので、

その他の目的に使用したり外音FIこ 公表することは一

切ありません。

(令和 5年 6月 )

●見舞金等の支払状況●
令和4年度は、1フ万8千人の県民の方が加

入しました。

そのうち、不幸にも交通事故に遭われた

453人の方々に.見舞金、遺児等年金合わせ

て総額2.597万円をお支払いしています。

遣児等年金

8人
48

詈[百F
■=‐‐'`= 万円

0金融機関窓回の加入申込取扱期間は、令和5年6月 1日から9月 29日

までです。

eお住まいになつている市町村以外にある店舗からでも加入できます。

0加入申込みの手数料はかかりません。

e市役所や町村役場の窓日からと、金融機関窓回からとの二重加入は

できませんので、あらかじめこ注意ください。

北 日 本 銀 行

東北 労働金庫

力0入申込みや見舞金
の請求手続きなど、

くわしいことは、

市役所、町村役場の

担当の窓□に

おたずねください。
′′


